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【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 専務執行役員　CFO　　後　藤　芳　光

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】 03-6889-2000

【事務連絡者氏名】 専務執行役員　CFO　　後　藤　芳　光

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成29年８月９日

【発行登録書の効力発生日】 平成29年８月17日

【発行登録書の有効期限】 平成31年８月16日

【発行登録番号】 29－関東１

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,500,000百万円

【発行可能額】 1,500,000百万円

（1,500,000百万円）

（注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の

合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計

額）に基づき算出しております。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止

期間は、平成30年５月24日（提出日）です。

【提出理由】 平成29年８月９日に提出した発行登録書の記載事項

中、「第一部　証券情報」及び「第二部　参照情報　

第２　参照書類の補完情報」の記載について訂正を必

要とするため。

また、当該発行登録書の記載事項中、「第三部　保証

会社情報」の記載内容については、以下の内容に変更

します。

第三部[保証会社等の情報]

該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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【訂正内容】

第一部【証券情報】
第１【募集要項】

１ 【新規発行社債】

（訂正前）

未定

（訂正後）

銘柄
ソフトバンクグループ株式会社第53回無担保社債（社債間限定同順位

特約付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額(円) 金410,000,000,000円

各社債の金額(円) 金1,000,000円

発行価額の総額(円) 金410,000,000,000円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％)
未定（年1.25％～1.85％を仮条件とし、2018年６月６日に決定される

予定）

利払日 毎年６月20日及び12月20日

利息支払の方法

１　利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日（以下、

「償還期日」という。）までこれをつけ、2018年12月20日を第

１回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎

年６月20日及び12月20日の２回に各々その日までの前半か年分

を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は

その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か

年の日割りをもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

２　利息の支払場所

別記「(注)15　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2024年６月14日

　　償還の方法

１　償還金額

各社債の金額100円につき金100円

２　償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2024年６月14日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行

営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」

欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行

うことができる。

３　償還元金の支払場所

別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充

当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2018年６月７日から2018年６月19日まで
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申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2018年６月20日

振替機関
株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特

に留保されている資産はない。

　財務上の特約(担保提供制限)

１　担保提供制限

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当

社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の

社債のために、担保提供（当社の所有する資産に担保権を設定

する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約

をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務

の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下、「担保提供」

という。）を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法

に基づき、同順位の担保権を設定する。

(2) 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない

場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債

管理者が適当と認める担保権を設定する。

(3) 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権

の設定されている他社の社債を承継する場合には、本項第(1)

号は適用されない。

２　担保提供制限に係る特約の解除

当社が、本欄第１項もしくは別記「財務上の特約（その他の条

項）」欄第１項第(1)号により本社債のために担保権を設定し

た場合、又は、当社が別記「(注)４　特定物件の留保」により

本社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認し

たときは、以後、本欄第１項、別記「(注)６　社債管理者に対

する定期報告」(4)及び別記「(注)７　社債管理者に対する通

知」(3)は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

１　担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担

保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。

(2) 当社が、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又は

前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は

ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保

付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。

２　純資産額の維持

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の事業年度の

末日における貸借対照表（財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをい

う。以下同じ。）に示される純資産の部の金額を3,698億円以

上に維持しなければならない。

(2) 前号に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とし

た事業年度の末日より４か月を経過したときに前号の違背が生

じたものとみなす。

(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」という。）からA－の信用格付を2018年６月６日付

で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
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JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程

度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではな

い。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項

は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、

JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したも

のであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本 社 債 の 申 込 期 間 中 に 本 社 債 に 関 し て JCR が 公 表 す る 情 報 へ の リ ン ク 先 は 、 JCR の ホ ー ム ペ ー ジ

(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリー

ス」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を

入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR：電話番号03-3544-7013

　　２ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社債等振替法」という。）の規定の適用を

受けるものとし、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行しない。　　

　　３ 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。この場合、当社は本(注)12に定める方

法により社債権者に通知する。ただし、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又は別記「財務上の特約

（その他の条項）」欄第１項第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認め

る担保権を設定した場合は、本（注）３(2)に該当しても期限の利益を喪失しない。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背し、別記「償還の方法」欄

第２項の規定に違背した場合は２銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背した場合は

５銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又は別記「財務上の特約（その他の条項）」欄第２項の規

定に違背したとき。

(3) 当社が本(注)６、本(注)７(2)及び(3)、本(注)８又は本(注)12に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間

内（ただし、当該期間が30日を下回る場合には、30日以内とする。）にその治癒又は補正をしないとき。

(4) 当社が本社債以外の社債（海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られない。）につい

て期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債

務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が20億円を超えない場合は、この限りではない。

(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散（合

併の場合を除く。）の決議をしたとき。

(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと

き。

(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、もしくは滞納処分

を受けたとき、又はその他の事由により当社の信用を著しく害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の

存続を不適当であると認めたとき。

４ 特定物件の留保

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産（以下、「留保資産」という。）を本社債以外の当

社の債務に対し担保提供を行わず、本社債のために留保することができる。この場合、当社は、社債管理者との間

に、その旨の特約を締結する。

(2) 本(注)４(1)の場合、当社は、社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。

①留保資産のうえには本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利又はその設定の予約等が存在し

ないことを当社が保証する旨。

②当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。

③当社は、原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者

に通知する旨。

④当社は、社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。

⑤当社は、本社債の未償還残高の減少又はやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部又は全部につき社債管

理者が適当と認める他の資産と交換し、又は、留保資産から除外することができる旨。

⑥当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付

社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

(3) 本(注)４(1)の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求するこ

とができる。

EDINET提出書類

ソフトバンクグループ株式会社(E02778)

訂正発行登録書

 4/19



　　５ 担保提供状況

(1) 当社は、2018年３月31日現在において担保提供を行っている国内債務が一切存在しないことを保証する。

(2) 当社は、社債管理者が必要があると認め請求したときは、2018年４月１日以降、本社債の払込期日の前日までに国

内債務のために担保提供を行った、又は行う予定があるときはその国内債務の現存額及び担保物を書面により社債

管理者に通知する。

　　６ 社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当（会社法第454条第

５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条

第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後３か月以

内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。また、金融商品取引法第24条

の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱

いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理

者に提出する。

(3) 当社は、本(注)６(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の３に基づく電子開示手続

が行われる場合には、電子開示手続が行われた旨を社債管理者へ通知することにより、本(注)６(1)及び(2)に規定

する書面の提出を省略することができる。

(4) 当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本(注)５及び本(注)７(3)に該当した国内債務の現存額、担保物そ

の他必要な事項を社債管理者に報告する。

　　７ 社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にそ

の旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

②事業の全部もしくは重要部分を中止もしくは廃止しようとするとき。

③資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（いずれも会社法において定義

され、又は定められるものをいう。）をしようとするとき。

(3) 当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債

務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

　　８ 社債管理者の請求による報告及び調査権限

(1) 社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要である

と認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提

出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

(2) 本(注)８(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに

協力する。

　　９ 債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる債権者の

異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

　　10 社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、

更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為（社債管理委託契約第２条に掲げる行為を除く。）をしない。

　　11 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任する

ことができる。

①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。

(2) 本(注)11(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかかる変更に

よって必要となる行為をしなければならない。

　　12 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、当社

の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合

は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複するものがあると

きは、これを省略することができる。）又は、社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行うものとする。
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また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場

合には、社債管理者の定款所定の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な

い事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞

紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれを行う。

　　13 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下、「本種類の社債」と総称す

る。）の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社

債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）の

10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書面を社債管理者に

提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、

本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

　　14 発行代理人及び支払代理人

株式会社あおぞら銀行

　　15 元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払

われる。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

（訂正前）

未定

（訂正後）

(1) 【社債の引受け】

本発行登録の発行予定額のうち、410,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第53回無担

保社債（社債間限定同順位特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しておりま

す。

引受人の氏名又は名称 住所

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号

岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号

西日本シティＴＴ証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番６号

 

(2) 【社債管理の委託】

本発行登録の発行予定額のうち、410,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第53回無担

保社債（社債間限定同順位特約付）の社債管理者は、次の者を予定しております。

社債管理者の名称 住所

株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区麹町六丁目１番地１
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３【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

（訂正前）

未定

（訂正後）

ソフトバンクグループ株式会社第53回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の払込金額の総額410,000百万

円（発行諸費用の概算額は未定）

 
「第一部　証券情報　第２　売出要項」の次に以下の内容を追加します。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

ソフトバンク株式会社の株式上場準備に関連した当社債務の保証の取扱い及び本社債の保証について

 

当社は、2013年11月発行の当社第44回無担保社債より2017年３月発行の第52回無担保社債に至るまで、劣後特約付の社債を

除く普通無担保社債については子会社であるソフトバンク株式会社による保証（同社との合併における消滅会社であるソフト

バンクテレコム株式会社によるものを含む。以下同じ）を付して発行（なお、2013年９月30日に、同日現在において残存して

いた国内無担保普通社債につき、同様の保証を付す連帯保証契約を締結）して参りましたが、前記「第１　募集要項　１新規

発行社債　「担保」欄」に記載のとおり、本社債には保証が付されません。

当社は、ソフトバンク株式会社の株式上場準備に関連し、2017年11月２日付の金銭消費貸借契約に基づき行っている借入

（以下「シニアローン」）に付されたソフトバンク株式会社による保証について、東京証券取引所にソフトバンク株式会社株

式の上場が承認されることを条件として、当該保証を解除するために必要な同意をシニアローンの貸付人から取得しました。

シニアローン（なお、シニアローンの一部は、2013 年９月13日付金銭消費貸借契約に基づく当社の債務の返済のために行わ

れた借入に係る債務に該当します。）へのソフトバンク株式会社による保証が解除された場合には、当社によるその他の借入

ならびに当社の発行する円建ておよび外貨建ての無担保普通社債に付されているソフトバンク株式会社による保証も、それぞ

れの契約、社債要項や信託証書に定められた手続きに従って当社が所定の手続きを経ることによって順次解除され、当社の債

務は全て無保証となる予定です。

上記の保証の解除はソフトバンク株式会社株式の上場準備に関連して行われるものです。

かかる状況に鑑み、本社債には保証が付されません。

ソフトバンク株式会社株式の上場準備にあたっては、ソフトバンク株式会社が上場後もグループの通信事業分野において重

要な連結子会社であることを前提としています。当社の信用力およびキャッシュフローへの影響を考慮して慎重にグループの

組織構成および資本構成を検討し、財務の健全性にも配慮しながらグループ全体の成長と企業価値の最大化を目指します。た

だし、東京証券取引所を含むいずれの証券取引所への上場も決定したものではなく、ソフトバンク株式会社株式の上場の準備

過程における検討の結果次第では、ソフトバンク株式会社株式を上場しないという結論に至る可能性もあります。

 
「第二部　参照情報　第２　参照書類の補完情報」を以下の内容に差替えます。

 

第二部【参照情報】

 

第２【参照書類の補完情報】

 

参照書類としての第37期有価証券報告書の「第一部　企業情報　第２ 事業の状況　３　経営方針、経営環境及び対処すべき

課題等」及び「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」並びに第38期第３四半期に係る四半期報告書

（以下、有価証券報告書と四半期報告書を総称して「有価証券報告書等」という。）の「第一部　企業情報　第２　事業の状

況　４　事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正発行登録書提出日（2018年５月24日）まで

の間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に掲載いたします。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、以下の記載に含まれる事項を除き、本訂正発行

登録書提出日（2018年５月24日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。な

お、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」

 

当社の本訂正発行登録書提出日（2018年５月24日）現在における「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」は以下の通

りです。また、将来に関する事項につきましては別段の記載のない限り、本訂正発行登録書提出日（2018年５月24日）現在に

おいて判断したものです。

 

(１) 会社の経営の基本方針

当社は、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、企業価値の最大化を図るとともに、世界の人々が最も必要とす

るテクノロジーやサービスを提供する企業グループを目指し、情報・テクノロジー領域において、さまざまな事業に取り組ん

でいます。

 

(２) 目標とする経営指標

当社は、調整後EBITDA（注）の成長および保有株式価値の増大を通じて、中長期的に企業価値の最大化を図っていきます。

（注）調整後EBITDA

ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業以外

調整後EBITDA＝セグメント利益（損失）＋減価償却費及び償却費±その他の調整項目

ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業

調整後EBITDA＝セグメント利益（損失）＋減価償却費及び償却費±投資の未実現損益±その他の調整項目

 

(３) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、テクノロジーのパラダイムシフトを予見し、次の時代を先取りする事業をいち早く構築することで成長を続けてい

ます。パソコン黎明期の1981年にソフトウエアの卸売会社として創業し、時代の変遷とともに、インターネット、ブロードバ

ンド、モバイルへと次々に業容を変化・拡大させてきました。そして今、当社は、人工知能（AI）が人類の知能を超える「シ

ンギュラリティー（技術的特異点）」が今世紀中にも到来し、人類史上最大のパラダイムシフトが起こると確信しています。

シンギュラリティーの到来とともにあらゆる産業が再定義され、既存の産業にとってのビジネスチャンスが大きく広がると

ともに、新たな産業が創出されていくものと期待されます。この巨大なビジネスチャンスを確実に捉えるため、当社は「ソフ

トバンク・ビジョン・ファンド」を設立しました。同ファンドは、次世代のイノベーションを引き起こす可能性のある企業や

プラットフォーム・ビジネスに対して、大規模かつ長期的な投資を行うことを目指しています。当社が有する豊富な知見や

ネットワークを活用してこれらの投資先の成長を支援することで、当社の持続的な成長につなげていきます。

 

(４) 経営環境および対処すべき課題　

①ソフトバンク・ビジョン・ファンドの成功

ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、英国ロンドンに拠点を置く、金融行為規制機構（The Financial Conduct

Authority）に登録された当社の100％子会社SB Investment Advisers (UK) Limited (以下「SBIA」)が運営を行っていま

す。SBIAはソフトバンク・ビジョン・ファンドを成功に導き、ファンドの利益を最大化することをめざしています。

 

a．ファンドの意義

SBIAは、日米のアドバイザリー会社の助言を受けながら、ファンドの投資先選定や各種投資意思決定プロセスの管理を

行っており、ファンドの投資の状況に応じて、管理報酬および成功報酬を受け取ります。

また、ソフトバンクグループ㈱はリミテッド・パートナーとして同ファンドに出資を行います。同ファンドへの参加は、

他のリミテッド・パートナーの拠出金額と合わせた大規模かつ長期的な投資への参画だけでなく、自らの資金のみで行う場

合と比較して、財務的負担および信用性への影響を抑制した持続的な投資活動が可能となります。
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b．運用体制

SBIAは、当社取締役であるラジーブ・ミスラがCEOを務めるほか、投資銀行やベンチャー・キャピタル、テクノロジー企業

などそれぞれ多様な経歴を持つ約10名のマネージング・パートナーが中心となって投資先候補の選定や評価、投資先のモニ

タリングを行っています。SBIAに設置された投資委員会がソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資の意思決定を行い、ラ

ジーブ・ミスラと当社代表取締役会長 兼 社長の孫正義が同委員会に参画しています。SBIAおよびアドバイザリー会社の従

業員数は、2018年３月31日現在、159名に達しており、ファンドの投資規模の拡大に合わせ、組織の拡充を図っています。

 

c．投資アプローチ

ソフトバンク・ビジョン・ファンドは、上場・非上場や保有株式割合の多寡を問わず、新興テクノロジー企業から成長の

ために大規模な資金を必要とする数十億米ドル規模の企業価値の大企業まで、投資を行っていきます。917億米ドル（2018年

３月31日現在）という巨額の出資コミットメントを保有することにより、企業価値の高い非上場企業への投資を複数行うこ

とが可能であるほか、ファンドの存続期間が長期に渡るため、中長期的な投資リターンを追求することが可能です。

 

d．投資先価値の最大化の追求

SBIAは、投資先を慎重に選定することに加え、投資後も様々な支援を行い投資先の成長を促すことにより、ソフトバン

ク・ビジョン・ファンドの投資先価値の最大化を追求します。SBIAは、このような投資活動の中で、情報・テクノロジー分

野における当社グループの知見を活用することが可能です。

 

②健全な財務運営および財務基盤の継続的な改善

当社は、通信事業のキャッシュ・フローに依拠した財務運営から脱却し、より純粋持株会社としての機能を強めるととも

に、ソフトバンク・ビジョン・ファンドへの参画を通じた戦略的投資を加速しています。このような展開を持続的に支える

ために、当社はこれまで以上に安定した財務運営が求められます。同ファンドへの出資コミットメントの履行のための資金

調達は、保有有価証券の活用ならびに売却などにより行う予定です。これらの資金調達にあたっては、既存のステークホル

ダーに配慮し、国内通信事業についてはネットレバレッジ・レシオ（注１）を、その他の事業については負債カバー水準

（注２）を主な指標として、それぞれ一定の水準以下に維持することを心掛け、健全な財務運営および財務基盤の継続的な

改善に取り組んでいきます。

（注１）ネットレバレッジ・レシオ＝純有利子負債÷調整後EBITDA。純有利子負債＝有利子負債-手元流動性

（注２）負債カバー水準＝純有利子負債÷保有株式価値

 

③今後の成長分野でのアームのシェア拡大

プロセッサーの設計を手がけるアームのテクノロジーは、省電力性に優れており、現在、スマートフォン用メインチップ

の95％以上に採用されています。アームの製品・サービスが属する世界の半導体市場は堅調な成長が見込まれており、アー

ムは、研究開発にさらに積極的に取り組むことで、スマートフォン分野での圧倒的なシェアを維持するとともに、ネット

ワーク・インフラ、サーバー、車載機器、IoT、AIなどの成長余地が大きいとみられる分野でもシェアを拡大させていきま

す。

 

世界の半導体市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（十億米ドル）

 2015年４月

～2016年３月

2016年４月

～2017年３月

2017年４月

～2018年３月

市場規模（金額ベース） 150.9 154.8 168.9

年間成長率 △2.7％ 2.6％ 9.2％

出典：World Semiconductor Trade Association Trade Statistics（WSTS）、2018年５月時点。プロセッサー技術を含まないメモリー

およびアナログチップを除く。

 

④スプリントの着実な改善

米国の移動通信市場は成熟期を迎えているものの、同業他社のデータ無制限プラン導入後は顧客獲得競争が激化していま

す。こうした状況下、スプリントは、豊富な周波数を最大限に活用してネットワーク品質および顧客価値の向上を推し進

め、ポストペイドおよびプリペイド携帯電話の契約数の増加とARPUの安定化による売上高の拡大を図っています。2019年３

月期からは、他事業者との差別化戦略を推進するため、通信設備への投資額（現金支出ベース）を大幅に増やしネットワー

ク品質をさらに改善させる計画です。そのほか、事業運営の効率性を向上させることで、コスト削減にも継続的に取り組ん

でいます。
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なお、2018年４月29日（米国東部時間）、スプリントとT-Mobile US, Inc.は、両社の全ての対価を株式とする合併による

取引（以下「本取引」）（注）に関して最終的な合意に至りました。当社は、本取引により想定されるコストの低減と規模

の経済性による大きなシナジーが、統合会社の価値の増大と当社の資産価値向上に貢献し、結果として当社の株主にとって

の株式価値向上につながると確信しています。

（注）本取引は、両社の株主および規制当局の承認、その他の一般的なクロージング要件の充足を必要とします。本取引の

クロージングは、遅くとも2019年半ばまでに行われることを見込んでいます。本取引の完了後、統合後の会社は当社の持分

法適用関連会社となり、スプリントは当社の子会社ではなくなります。

 

米国の移動通信市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千件）

 2016年３月末 2017年３月末 2018年３月末

累計回線数（IoT端末（注）除く） 342,870 345,297 342,455

年間成長率 4.0％ 0.7％ △0.8％

累計回線数（IoT端末含む） 401,438 416,654 438,700

年間成長率 6.7％ 3.8％ 5.3％

出典：GSMA Intelligence。

（注）IoT端末のうち、免許不要帯域を利用するものを除く。

 

⑤国内通信事業の着実な利益成長と安定的なキャッシュ・フローの創出

日本の国内通信市場は、世界的に見ても高い利益率を誇る安定した市場の一つですが、近年では、仮想移動体通信事業者

（注）各社が登場し、顧客獲得競争の進展がみられるほか、日本市場全体として少子高齢化の進展に伴う人口減少の問題に

直面しています。このような構造問題を背景に、国内通信事業を担うソフトバンク㈱では着実な利益成長と安定的なキャッ

シュ・フローの創出を達成することを課題とし、顧客基盤の拡大と、通信領域以外の新規ビジネスの育成・拡大を進めてい

きます。

顧客基盤の拡大にあたっては、「SoftBank」「Y!mobile」「LINEモバイル」の３ブランドによるマルチブランドを採用

し、種々様々なニーズに的確に対応していきます。また、「SoftBank 光」などのブロードバンドサービスと移動通信サービ

スとのセット契約割引「おうち割」や、通信サービスと「ソフトバンクでんき」のセット契約割引「おうち割でんきセッ

ト」の提供により、顧客との接点を個人から家庭へと拡大し収益機会を創出していきます。これに加え、通信サービスを営

むことにより得られるビッグデータの分析を通じ、新たなビジネスソリューションの開発・提案に生かしていきます。

また、ヤフー㈱との連携を深めることで、同業他社に対する差別化を図っており、イーコマースやコンテンツ、シェアリ

ングビジネス等の分野における連携したサービス提供により、新たな収益源の確保によるグループ利益の最大化を図ってい

きます。

このほか、通信領域以外の新規ビジネスの育成・拡大を目指す「Beyond Carrier」戦略を推進していきます。ソフトバン

ク㈱が構築してきた顧客などステークホルダーとの良好な関係、通信ネットワーク、店舗、販売ノウハウといった事業資産

のポテンシャルを最大限に発揮しながら、新たな成長エンジンを見出すべく投資を実施していくとともに、当社グループの

もつ世界中の優れたテクノロジー企業とのつながりを活用した次世代サービスを展開していきます。

（注）仮想移動通信事業者：Mobile Virtual Network Operator（MVNO）。移動通信事業者からネットワークを借りて移動通

信サービスを提供する事業者。

 

日本の移動通信市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千件）

 2016年３月末 2017年３月末 2018年３月末

累計契約数 156,459 162,730 168,440

年間成長率 4.1％ 4.0％ 3.5％

出典：電気通信事業者協会および当社データ。PHSを除く。MVNOへの貸出し回線を含む。
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「事業等のリスク」

 

ソフトバンクグループ㈱および子会社・関連会社（以下併せて「当社グループ」）は、国内外において多岐にわたる事業を

展開しており、これら事業の遂行にはさまざまなリスクを伴います。本訂正発行登録書提出日（2018年５月24日）現在におい

て、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスクは、以下の通りです。これらのリスクが顕在化した場

合、株式や社債をはじめとするソフトバンクグループ㈱発行の有価証券につき、価格の下落などが生じる可能性があります。

なお、これらは、当社グループが事業を遂行する上で発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、

将来に関する事項につきましては別段の記載のない限り、本訂正発行登録書提出日（2018年５月24日）現在において判断した

ものです。

 

(１)　経済情勢について

当社グループが提供するサービスや商品（例えば、通信サービスやインターネット広告を含みますが、これらに限りませ

ん。）に対する需要は、主に日本や米国、中国の経済情勢の影響を受けるため、景気の悪化のほか、日本における高齢化・人

口減少といった人口統計上の変化に伴う経済構造の変化が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(２)　為替の変動について

ソフトバンクグループ㈱は連結財務諸表の作成にあたり、スプリントをはじめとする海外のグループ会社の現地通貨建ての

収益および費用を四半期中の平均為替レートにより、また資産および負債を期末日の為替レートにより、日本円に換算してい

ます。従って、為替相場の変動が当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、海外企業への投資を行っています。為替相場が投資時から大幅に変動しているときに外貨建て資産

を売却した場合、為替差損が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(３)　経営陣について

当社グループの重要な経営陣、特にソフトバンクグループ㈱代表取締役会長兼社長であり当社グループ代表である孫 正義に

不測の事態が発生した場合、当社グループの事業展開に支障が生じる可能性があります。

 

(４)　技術・ビジネスモデルへの対応について

当社グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としています。今後何らかの事由によ

り、当社グループが時代の流れに適した優れた技術やビジネスモデルを創出または導入できない場合、当社グループのサービ

スが市場での競争力を失い、顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

(５)　他社との競合について

当社グループの競合他社（例えば、移動通信事業者や仮想移動通信事業者を含みますが、これらに限りません。）は、その

資本力、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブランド、知名度などにおいて、当社グループより優れている場合が

あります。競合他社がその優位性を現状以上に活用してサービスや商品の販売に取り組んだ場合、当社グループが販売競争で

劣勢に立たされ、当社グループの期待通りにサービス・商品を提供できない、または顧客を獲得・維持できないことも考えら

れます。その結果として、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループが競合他社に先駆けて導入した、または高い優位性を有するサービス・商品に関して、競合他社がこれ

らと同等もしくはより優れたものを導入した場合、当社グループの優位性が低下し、事業展開や業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(６)　通信ネットワークの増強について

当社グループは、通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック（通信量）を予測し、その予測に基

づいて継続的に通信ネットワークを増強していく必要があります。これらの増強は計画的に行っていきますが、実際のトラ

フィックが予測を大幅に上回った場合、または通信ネットワークの増強（例えば、必要な周波数の確保を含みますが、これに

限りません。）を行えなかった場合、サービスの品質の低下を招き顧客の獲得・維持に影響を及ぼすほか、追加の設備投資が

必要となり、その結果、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

EDINET提出書類

ソフトバンクグループ株式会社(E02778)

訂正発行登録書

12/19



(７)　他社経営資源への依存について

a．他社設備などの利用

当社グループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通信回線設備な

どを一部利用しています。今後何らかの事由により、当該設備などを継続して利用することができなくなった場合、または

使用料や接続料などが引き上げられた場合、当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

b．各種機器の調達

当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など（例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含みますが、こ

れらに限りません。）を他社から調達しています。特定の会社への依存度が高い機器の調達において、供給停止、納入遅

延、数量不足、不具合などの問題が発生し調達先や機器の切り替えが適時にできない場合、または性能維持のために必要な

保守・点検が打ち切られた場合、当社グループのサービスの提供に支障を来し、顧客の獲得・維持が困難になる可能性や調

達先の変更のために追加のコストが生じる可能性のほか、通信機器の売上が減少する可能性があります。その結果、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

c．業務の委託

当社グループは、主に通信サービスに係る販売、顧客の獲得・維持、それらに付随する業務の全部または一部について、

他社に委託しています。何らかの事由により委託先が当社グループの期待通りに業務を行うことができない場合、当社グ

ループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

また、業務委託先は当社グループのサービス・商品を取り扱っていることから、当該業務委託先の信頼性やイメージが低

下した場合には、当社グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の獲得・維持に影響を及ぼす可能性があ

り、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このほか、当該業務委託先において法令などに違反

する行為があった場合、当社グループが監督官庁から警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、当

社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

d．業務提携・合弁事業

当社グループは、他社との業務提携や合弁会社設立などを通じて、国内外で事業展開を行っています。こうした業務提携

先や合弁先が事業戦略を大幅に変更したり、その経営成績や財政状態が大幅に悪化したりした場合、業務提携や合弁事業な

どが期待通りの成果を生まない可能性や、継続が困難となる可能性があります。また、特定の第三者との業務提携や合弁事

業などを実施したことにより、他の者との業務提携や合弁事業などが制約される可能性もあります。その結果、当社グルー

プの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

e．「Yahoo!」ブランドの使用

当社グループは、日本国内において、「Yahoo! JAPAN」をはじめ「Y!mobile」や「Yahoo!ケータイ」、「Yahoo! BB」な

ど、サービス名称の一部に米国のVerizon Communications Inc.（注）が保有する「Yahoo!」ブランドを使用しています。同

社との関係に大きな変化が生じるなどしてこれらのブランドが使用できなくなった場合、当社グループの期待通りに事業を

展開できなくなる可能性があります。

（注）2017年６月のVerizon Communications Inc.によるYahoo! Inc.のインターネット事業の買収に伴い、「Yahoo!」ブラ

ンドはVerizon Communications Inc.に譲渡されました。

 

(８)　自然エネルギー事業について

自然エネルギー事業については、太陽光や風力などの気象条件によっては発電量が想定を下回る可能性があります。また、

自然災害などにより、発電設備や電力会社の送電線との接続設備に損傷などの不具合が生じた場合、発電量や売電量が大幅に

低下する可能性があります。これらの結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(９)　情報の流出などについて

当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報（個人情報を含みます。）やその他の機密情報を取り扱っています。当社

グループ（役職員や委託先の関係者を含みます。）の故意・過失、または悪意を持った第三者のサイバー攻撃などにより、こ

れらの情報の流出や消失などが発生する可能性があります。こうした事態が生じた場合、当社グループの信頼性や企業イメー

ジが低下し顧客の獲得・維持が困難になるほか、競争力が低下したり、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の

費用負担が発生したりする可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(10) 人為的なミスなどによるサービスの中断・品質低下について

当社グループが提供する通信をはじめとする各種サービスにおいて、人為的なミスや設備・システム上の問題などが発生し

た場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービスの品質が低下することなどの重

大なトラブルが発生する可能性があります。サービスの中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要し

た場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の獲得・維持が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11)  自然災害など予測困難な事情について

当社グループは、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システムなどを構築・

整備しています。地震・台風・ハリケーン・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害、火災や停電・電力不

足、テロ行為、サイバー攻撃、不正アクセス、コンピューターウイルス感染などにより、通信ネットワークや情報システムな

どが正常に稼働しなくなった場合、当社グループの各種サービスの提供に支障を来す可能性があります。これらの影響が広範

囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の獲得・維持が困難になる可能性がありま

す。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修するために多額の費用負担が発生する可能性があります。その

結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

日本国内においては、当社グループ各社の本社を含む拠点は、首都圏に集中しています。大規模な地震など不可避の事態が

首都圏で発生し、これらの拠点が機能不全に陥った場合、当社グループの事業の継続が困難になる可能性があります。

 

(12)  資金調達およびリースについて

当社グループは、金融機関からの借り入れや社債の発行などにより事業展開に必要な資金を調達しているほか、リースを活

用して設備投資を行っています。金利が上昇した場合、または業績悪化や既存負債に対するソフトバンク㈱による保証の解除

によりソフトバンクグループ㈱および子会社の信用格付けが引き下げられるなど信用力が低下した場合、これらの調達コスト

が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが保有する株式などの資産価値が長期

間にわたり大きく低下した場合や、金融市場の環境、ソフトバンクグループ㈱および子会社の信用力によっては、資金調達や

リース組成が予定通り行えず、当社グループの事業展開、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、調達した資金（ソフトバンクグループ㈱へ返済義務が遡及しない負債を除く）の返済原資を捻出するため

に一部資産の売却などを行う可能性があります。その結果、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。

当社グループの金融機関からの借り入れや社債などには各種コベナンツが付されているものがあります。いずれかのコベナ

ンツに抵触する可能性が発生し、抵触を回避するための手段を取ることができない場合、当該債務について期限の利益を喪失

する可能性があるほか、それに伴い、その他の債務についても一括返済を求められる可能性があります。その結果、当社グ

ループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(13)  投資活動について

当社グループは、新規事業の立ち上げ、既存の事業の拡大などを目的として、企業買収、合弁会社・子会社の設立、事業会

社・持ち株会社（各種契約によって別会社を実質的に支配する会社を含みます。）・ファンドへの出資などの投資活動を行っ

ています。例えば、ソフトバンクグループ㈱は、2016年９月に英国のARM Holdings plc（以下「ARM」）を買収しています（同

社の事業に関する主なリスクは「(26) ARM Holdings plcについて」をご参照ください）。また、ソフトバンクグループ㈱はそ

の海外子会社がジェネラル・パートナーとして運営を行っている「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」に対し、リミテッ

ド・パートナーとして出資を行っています（同ファンドへの投資に関する主なリスクは「(14) 「ソフトバンク・ビジョン・

ファンド」について」をご参照ください）。

これらの投資活動に伴い当該投資先が連結対象に加わった場合、マイナスの影響が発生するなど、当社グループの業績や財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが投資時点においてその想定した通りに投資先が事業を展開で

きない場合、投資活動に伴い発生したのれん、有形固定資産、無形資産、株式などの金融資産の減損損失が発生するなど、当

社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。このほか、ソフトバンクグループ㈱の個別決算では、これら

の投資活動に伴って取得した出資持分などを含む資産の価値が下落した場合、評価損が発生し、業績や分配可能額に影響を及

ぼす可能性があります。
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例えば、当社は、2017年３月期の連結決算において、インドでイーコマースサイト「snapdeal.com」を運営するJasper

Infotech Private Limitedや、同じくインドでタクシー配車プラットフォーム「Ola」を運営するANI Technologies Private

Limitedの優先株式などのFVTPL（Fair Value Through Profit or Loss）の金融商品から生じる損失160,419百万円を計上しま

した。また、ソフトバンクグループ㈱は、2017年３月期の個別決算において、STARFISH I PTE LTD（Jasper Infotech Private

Limitedの優先株式を保有する中間持ち株会社）などの関係会社の株式について減損処理を行い、関係会社株式評価損114,059

百万円を特別損失に計上しました。

このほか、投資先が内部統制上の問題を抱えていたり、法令に違反する行為を行っていたりする可能性があります。投資後

にそうした問題や行為を早期に是正できない場合、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、当社グループの業績

や財政状態に影響を及ぼしたりする可能性があります。

新規事業の立ち上げなどにおいて人材などの経営資源を十分に確保できない場合や、投資先および既存事業に対して十分な

経営資源を充てることができない場合には、当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14)  「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」について

「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」（以下「SVF」）は海外において設立され、2017年５月から活動を開始しました。

SVFは、その投資戦略に合致する限りにおいて、上場・非上場や株式保有割合の多寡を問わず、新興テクノロジー企業から、成

長のために大規模な資金を必要とする数十億米ドル規模の企業価値の大企業まで、広い範囲のテクノロジー分野で投資を行う

予定です。１億米ドル以上で、かつ、SVFの投資戦略に合致する投資については、原則としてSVFまたは関連ビークルが実行

し、それ以外の投資（１億米ドルの基準に満たない投資や事業会社レベルでの戦略投資、SVFの投資戦略や基準に合致しないそ

の他の投資を含みますが、これらに限りません。）は、当社が行います。ソフトバンクグループ㈱の海外子会社がジェネラ

ル・パートナー（以下「GP」）としてSVFの運営を行い、GPは、当社の別の英国子会社（以下「英国子会社」）が英国の金融行

為規制機構（Financial Conduct Authority）に登録された後は、同社から助言を受けることとなります。SVFの投資決定は英

国子会社に設置される予定の投資委員会により行われます。また、ソフトバンクグループ㈱は、リミテッド・パートナーとし

てSVFに出資を行っています。SVFへの出資コミットメント額は、ソフトバンクグループ㈱の280億米ドル（うち約82億米ドル

は、ARM Holdings plcまたは同社の事業子会社の株式による現物出資）を含む、932億米ドル（2017年５月20日時点）であり、

同日から６カ月以内に最終クロージングが見込まれます。

SVFがその投資から期待通りのリターンを得られない場合、ソフトバンクグループ㈱の海外子会社は、SVFの運用成績が一定

以上なら支払われる成功報酬を十分に得られず、また、ソフトバンクグループ㈱は、リミテッド・パートナーとしてSVFへの出

資から期待通りのリターンを得られない可能性があります。

SVFはソフトバンクグループ㈱の連結対象であり、SVFの業績および資産・負債はソフトバンクグループ㈱の連結財務諸表に

取り込まれます。ソフトバンクグループ㈱がIFRS上の支配をしていると見なされるSVFの投資先は、ソフトバンクグループ㈱の

子会社として取り扱われ、当該投資先の業績および資産・負債もソフトバンクグループ㈱の連結財務諸表に取り込まれるた

め、当社グループの業績や財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。SVFからの投資先がソフトバンクグループ㈱

の連結財務諸表上の子会社とならない場合には、原則として毎四半期末に公正価値で測定し、その変動額は純損益で認識され

ます。これらの投資の公正価値が下落した場合、当社グループの業績や財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性がありま

す。

このほか、ソフトバンクグループ㈱の個別決算では、SVFが取得した出資持分の価値の下落に伴ってSVFの価値が下落した場

合、SVFに係る評価損が発生し、業績や分配可能額に影響を及ぼす可能性があります。

 

(15)  子会社などに対する支援について

当社グループは、必要と判断した場合、子会社などに対し融資や債務保証などの支援を行うことがあります。例えば、スプ

リントおよびブライトスターについては、当社グループが買収した時点で想定した通りに事業を展開できない、他の子会社な

どとの間で十分なシナジー（相乗効果）を創出できない、または事業展開のために想定以上の資金が必要となった場合、融資

などの支援を行う可能性があります。支援した子会社などが当社グループの期待通りに事業を展開できない場合、当社グルー

プの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(16)  カントリーリスクについて

当社グループは、米国、中国、インド、欧州・中南米諸国などの海外の国・地域で事業や投資を行っています。これらの

国・地域で日本とは異なる法令や各種規制の制定もしくは改正がなされた場合、または従前行われてきた行政の運用に変化・

変更があった場合、当社グループの事業活動が期待通りに展開できない、または投資の回収が遅延する、もしくは不可能とな

るなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、このような法令・各種規制の制定および改

正や行政の運用の変化・変更によって、当社グループが新規に行おうとする事業や投資が制限される、または期待通りに戦略

を実行できない可能性があります。

このほか、これらの国や地域において、戦争・紛争・テロ行為の勃発や、経済制裁の発動、伝染病の流行などにより、政

治・社会・経済的な混乱が生じた場合、当社グループの事業活動が期待通りに展開できない、または投資の回収が遅延する、

もしくは不可能となる可能性があります。

 

(17)  法令・規制・制度などについて

当社グループは、各国の様々な分野にわたる法令・規制・制度などの下で事業および投資を行っており、その影響を直接ま

たは間接的に受けます。具体的には、通信事業に関する各種法令・規制・制度など（例えば、日本の電気通信事業法や電波法

および米国のこれらに相当する法令を含みますが、これらに限りません。）から、インターネット広告、イーコマース、エネ

ルギー、人工知能（AI）、ロボット、金融・決済などの事業やその他の企業活動に関する各種法令・規制・制度など（環境、

製造物責任、公正な競争、消費者保護、個人情報・プライバシー保護、贈賄禁止、労務、知的財産権、マネー・ロンダリング

防止、租税、為替、事業・投資許認可、輸出入に関するものを含みますが、これらに限りません。）まで広範に及びます。

当社グループ（役職員を含みます。）がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の意図の有無に

かかわらず、行政機関から行政処分や行政指導（登録・免許の取消や罰金を含みますが、これらに限りません。）を受けた

り、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。その結果、当社グループの信頼性や企業イメージが低下した

り、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。また、これらの法令・規制・制度などの改正もしくは新たな法令・規制・制度などの施行または法令・規制・制

度などの解釈・適用（その変更を含みます。）により、事業展開に支障が生じる可能性があるほか、金銭的負担の発生・増加

により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、近年、当社グループは、Uber Technologies, Inc.、DiDi、GRAB INC.、ANI Technologies Private Limited（Ola）

など、海外の各国・地域でライドシェアサービスを提供する複数の企業に投資を行いました。タクシー業界やライドシェア

サービス業界は重要な規制の対象とされているため、各企業ともサービスを提供する国・地域において当該法令・規制の遵守

を求められます。なかには、当該規制の遵守が事業上不可能または困難であると当社グループが判断した国・地域において、

提供するサービスを停止・変更するなど、既存・新規事業を期待通りに展開することが出来なくなる可能性もあります。

また、当社グループが行う投資活動（企業買収や合併を含みます。）は、関係各国の規制当局から承認が必要となる場合が

あります。これらの必要な承認が得られない場合、当社グループの事業活動が期待通りに展開できない、もしくは不可能とな

る可能性があります。

なお、2018年４月29日、ソフトバンクグループ㈱の米国子会社であるSprint CorporationとT-Mobile US, Inc.が、Sprint

CorporationとT-Mobile US, Inc.の全ての対価を株式とする合併による取引に関して最終的な合意に至りました（当該合意に

関する主なリスクは、下記「（25）Sprint CorporationのT-Mobile US, Inc.との合併について」をご参照下さい）。

 

(18)  会計制度・税制の変更などについて

会計基準や税制が新たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じた場合、当社グルー

プの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(19)  米国の国家安全保障を確保するための方策について

ソフトバンクグループ㈱、Sprint CorporationおよびSprint Communications, Inc.（本（19）において「両スプリント」）

は、米国国防総省（DoD）、米国国土安全保障省（DHS）および米国司法省（DOJ）との間で国家安全保障契約を締結していま

す。この国家安全保障契約に基づき、ソフトバンクグループ㈱と両スプリントは、米国の国家安全保障を確保するための方策

を実行することに合意しています。これら方策の実行に伴いコストが増加する、または米国内の施設、契約、人事、調達先の

選定、事業運営に制約を受ける可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(20)  電波の健康への影響に関する規制について

携帯端末および携帯電話基地局が発する電波は、がんの発症率を高めるなどの健康上の悪影響を引き起こす可能性があると

の研究結果が一部で出ています。その電波の強さについては、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）がガイドラインを定め

ています。世界保健機関（WHO）は、ICNIRPのガイドラインの基準値を超えない強さの電波であれば健康上の悪影響を引き起こ

すという説得力のある証拠はないとの見解を示しており、本ガイドラインの採用を各国に推奨しています。

当社グループは、日本においてはICNIRPのガイドラインに基づく電波防護指針に、米国においては連邦通信委員会（FCC）が

定める要件に従っています。ただし、引き続きWHOなどで研究や調査が行われており、その調査結果によっては、将来、規制が

変更されたり、新たな規制が導入されたりする可能性があり、かかる変更や導入に対応するためのコストの発生や当社グルー

プの事業運営に対する制約などにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、こうした規制の有無にかかわらず、携帯端末の利用に伴う健康への悪影響に関する懸念は、当社グループの顧客の獲

得・維持を困難にする可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(21)  知的財産権について

当社グループが意図せずに第三者の知的財産権を侵害した場合、権利侵害の差止めや損害賠償、ライセンス使用料の請求を

受ける可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループが保有している「ソフトバンク」ブランドおよび「スプリント」ブランドなどの知的財産権が第三者に

より侵害され、当社グループの信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。

 

(22)  訴訟について

当社グループは、顧客、取引先、株主（子会社・関連会社・投資先の株主を含みます。）、従業員を含む第三者の権利・利

益を侵害したとして、損害賠償などの訴訟を起こされる可能性があります。その結果、当社グループの事業展開に支障が生じ

たり、企業イメージが低下したりする可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

(23)  行政処分などについて

当社グループは、行政機関から行政処分や行政指導を受ける可能性があります。こうした処分や指導を受けた場合、当社グ

ループの事業展開に支障が生じる可能性があるほか、金銭的負担の発生により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(24)  ソフトバンク㈱の株式上場準備について

2018年２月、ソフトバンクグループ㈱ならびにソフトバンク㈱はソフトバンク㈱株式上場の準備の開始を公表しました。株

式上場の準備にあたっては、ソフトバンク㈱が上場後も当社グループの通信事業分野において重要な連結子会社であることを

前提としています。同社は安定してキャッシュ・フローを創出する、当社グループにおける重要な子会社であり、その株式上

場に際しては、同社株式の売却収入が見込まれる一方、上場後の同社に対するソフトバンクグループ㈱の持分及び同社の配当

方針によって当社グループのキャッシュ・フローが変動することが見込まれ、その結果、ソフトバンクグループ㈱の信用力に

影響を及ぼす可能性があります。

ただし、東京証券取引所を含むいずれの証券取引所への上場も決定したものではなく、株式上場の準備過程における検討の

結果次第では、ソフトバンク㈱は株式上場しないという結論に至る可能性もあります。
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(25)  Sprint CorporationのT-Mobile US, Inc.との合併について

2018年４月29日、ソフトバンクグループ㈱の米国子会社であるSprint Corporation（本(25)において「スプリント」）とT-

Mobile US, Inc.（本(25)において「Tモバイル」）が、スプリントとTモバイルの全ての対価を株式とする合併による取引（本

(25)において「本取引」）に関して最終的な合意に至りました。本取引はスプリントとTモバイルの株主及び規制当局の承認、

その他の一般的なクロージング要件の充足を必要とします。本取引のクロージングは遅くとも2019年半ばまでに行われること

を見込んでいますが、関係規制当局からの承認の取得を含め、様々な要因から予定された条件及びスケジュールで本取引を完

了できない場合、または本取引自体を完了できない場合に、当社グループの事業活動が期待通りに展開できない、もしくは不

可能となる可能性があるほか、スプリントの既存事業に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社グループの業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。

また、本取引に基づく合併後の会社における事業統合が様々な要因により不首尾に終わった場合、顧客満足度の低下や重要

な経営陣・従業員・取引先の喪失につながる可能性があるほか、事業統合後のコスト削減効果などシナジーが十分に創出され

ない、あるいは本取引が期待通りの成果を生まない可能性があり、その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

 

(26)  ARM Holdings plcについて

ソフトバンクグループ㈱は、2016年９月５日、英国のARMの発行済株式および発行予定株式全部を総額約240億ポンド（約3.3

兆円）の現金で買い付けました。

なお、当社が認識しているARMの事業に関する主なリスクは、以下の通りです。

 

a. 半導体業界における変革により、成長性や知的財産（以下「IP」）の価値が低下する可能性

ARMは、競争環境が厳しく、動きが速い半導体業界で事業活動を行っています。同業界では多くの企業が十分なリソースを

保有しており、これらの企業がプロセッサーやフィジカルIPを魅力的な市場とみなし、新規に参入してくる可能性がありま

す。

また、新興企業やオープンソース技術に対する取り組みにより、各企業がチップ設計を内製できる代替手段が開発される

可能性があります。さまざまなエンドマーケットにおいてソフトウエアの開発費用は増加しており、ARMの現在の製品ライン

アップや一連の技能（スキルセット）に適さない新たな技術が現れる可能性もあります。

ARMが以上のような変化に適切に対応できなかった場合、マーケットシェアの低下を招く可能性があります。

 

b. 競合企業の製品や技術によりマーケットシェアが低下する可能性

ARMは、大規模な半導体企業と比較的小規模な半導体IP企業（半導体IPの開発およびライセンス供与を行う企業）の双方と

の競争にさらされています。

Intel Corporationは、パソコンおよびサーバー向けにx86ベースプロセッサーを開発しており、かかるチップのエンター

プライズ・エレクトロニクス、およびネットワーク・インフラやIoT（モノのインターネット）を含む組み込み市場への展開

を目指しています。また、特に参入障壁が低いIoT市場などの成長市場では、多くの小規模な半導体IP企業がARMと競合して

います。

競合企業による成功は、ARMの収入の減少を招く可能性があります。

 

c. 新たな進出地域における事業運営において困難に直面する可能性

中国の半導体企業は、ARMの売上高においてますます大きな割合を占めるようになっており、ARMは、その割合は引き続き

増加するものと見込んでいます。ARMは、中国市場に適した組織体制やプロセスの構築のため、引き続き中国における組織を

強化するとともに、人材やインフラへの投資を行っていきます。さらに、ARMは、同社が既に進出した市場とは異なる政治的

および規制上の文化があるロシア、南アメリカおよびアフリカの各市場については知見および経験をほとんど有していませ

ん。これらの地域において、各政府は地場のテクノロジー企業に対して支援および資金供給を行っており、その結果、競合

企業や市場が新たに生まれる可能性があります。
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d. 将来、ARMの技術が顧客からの要求に対応できなくなる可能性

テクノロジー業界は、急激な変化を生じるという特徴があります。新たな技術革新により、チップの設計および製造手

法、OEM企業によるこれらチップの利用方法、および消費者の利用方法が継続的に改善されています。テクノロジー業界に生

じる変化によっては、ARMやARMのビジネスモデルにとって有利でない可能性があり、これによってARMは投資方針を変更する

ことまたはマーケットシェア低下のリスクを負うことを余儀なくされる可能性があります。このような市場環境の変化によ

り、ARMの収益性が低下する可能性があります。

 

e. 顧客基盤における過度の集中がARMの成長志向に対するリスクとなる可能性

テクノロジー動向の変化や経済状況により半導体業界における合併などがさらに進む可能性があり、その結果、ARMがその

技術を販売する企業の数が減少したり、さらに少数の企業への依存度が高まったりする可能性があります。主要顧客の製品

計画の変更は、ARMが開発する技術に影響を及ぼす可能性があり、これによってARMに追加費用や売上計上の後ろ倒しが生じ

る可能性があります。

 

f. ARMの人材、業務プロセスやインフラが、同社の成長志向に応じて適切に拡大できない可能性

ARMは、顧客ニーズに応える次世代のプロセッサー開発および技術開発のため、より多くのエンジニアを雇用し、過去数年

で急速に従業員数を増やしています。従業員数の増加率がこのまま続く場合、現在の組織構造、企業文化、およびインフラ

は、さらに多数の従業員を擁する環境に適合しなくなる可能性があります。

 

g. ブランドおよびレピュテーションが著しく毀損する可能性

ARMの技術は、数十億の個人および法人向け製品に利用されており、利用者である個人や法人はこれらの製品の多くに依存

し、莫大な量の個人情報、非開示情報、または財産的な価値のある情報を蓄積、管理または伝送するために利用されていま

す。ARMのある一製品に関連する障害または不具合は、ARMの企業としてのレピュテーションを損ない、同社のブランド価値

の喪失を招く可能性があります。ARMの技術はますます複雑になりつつあり、これにより障害または不具合が発生する確率が

高くなる可能性があります。

 

h. 第三者による知的所有権の侵害の訴えに対し、法的手続きの当事者になる可能性

ARMは、同社製品のインテグリティーの確立と維持に対して多大な注意を払っていますが、他社の知的所有権を侵害してい

るとの訴えから、同社のIPを保護し、同社の技術を守る必要が生じる可能性があります。時折、第三者がARMの技術に対し

て、特許権、著作権、およびその他知的財産権を主張することがあります。ARMや、同社の技術の使用権取得者（以下「ライ

センシー」）に対してなされる主張により、相当な金額の費用が発生する可能性があり、また、ライセンシーに対しライセ

ンス契約に基づく補償義務がARMに発生する可能性もあります。

 

i. ARMやその顧客がARMの技術を利用するデベロッパーのエコシステムへの投資に失敗する可能性

ARMのプロセッサーは、独立したソフトウエアベンダー（Independent Software Vendors、以下「ISV」）または企業の共

同コンソーシアムが開発したソフトウエアに多く利用されています。このようなコンソーシアムやISVから成る「エコシステ

ム」は、最終製品市場ごとに形成されています。ARMの技術を利用するエコシステムの維持には、ARMまたはARMの顧客企業に

所属するエンジニアによるサポートや、直接的な金銭的な投資が必要とされます。これらが不十分である場合、エコシステ

ムにおいて他社の技術が支持され、その結果、機器製造メーカーがARMの技術に基づく半導体チップを採用しない可能性があ

ります。これにより、ARMの収入の減少を招く可能性があります。
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